
市役所だより

市報 2018.65 市役所だよりに掲載の講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

風 水 害 に 備 え ま し ょ う
　これから風水害が多発する時期を迎えます。その前に、各家庭や地域で集中豪雨、台風などの正しい知識を

身に付け、事前の対策を行い、被害を最小限に抑えましょう。　　問　防災危機管理課　☎２１－２２５５

◆日頃の対策
□非常持ち出し品を準備しましょう。

□ハザードマップなどで、危険箇所や避難場所を

　確認しましょう。

□屋外に置いている物が風に飛ばされないよう

　固定されているか確認しましょう。

◆風水害対策の大切な３つのポイント
①早い時期からテレビ・ラジオなどで

　正確な気象情報を収集する。

②むやみに外出しない。外出時は早めに帰宅する。

③洪水や土砂災害の危険が予測される地域で、

　避難に関する情報があったとき、または災害が

　切迫し危険を感じたときは速やかに避難する。

※大雨や浸水の中での避難は大変危険です。

　自宅の高い階に避難したり、

　その場に留まったほうが

　安全な場合もあります。

　周りの状況を慎重に判断

　して行動しましょう。

※避難に関する情報や避難場所については市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

土
砂
災
害
へ
の
警
戒
を

　
地
滑
り
や
が
け
崩
れ
な
ど
の
土

砂
災
害
は
、
主
に
雨
や
地
震
な
ど

が
引
き
金
と
な
っ
て
発
生
し
ま
す

が
、
中
津
市
で
発
生
し
た
土
砂
崩

れ
の
よ
う
に
突
然
発
生
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
山
鳴
り
が
す
る
、
腐
っ
た
土
の

臭
い
が
す
る
、
斜
面
か
ら
水
が
噴

き
出
す
な
ど
の
普
段
と
違
う
現
象

を
発
見
し
た
場
合
は
、
土
砂
災
害

の
前
兆
現
象
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
ま
ず
斜
面
か
ら
離
れ
た
場
所

に
避
難
し
、
市
役
所
ま
た
は
別
府

土
木
事
務
所
に
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎
（21）
２
２
５
５

　
　
道
路
河
川
課

　
　
☎
（21）
１
４
６
５

　
　
別
府
土
木
事
務
所
河
港
砂
防
課

　
　
☎
（67）
０
２
１
５

県
民
安
全
・
安
心
メ
ー
ル

　
大
分
県
の
配
信
す
る
気
象
情
報

や
地
震
情
報
な
ど
の
防
災
情
報
が

メ
ー
ル
で
届
き
ま
す
。
い
ざ
と
い

う
時
に
備
え
て
登
録
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

配
信
さ
れ
る
情
報

・
大
雨
警
報
や
暴
風
警
報
な
ど
の

　
気
象
警
報

・
県
内
で
の
震
度
３
以
上
の
地
震

　
情
報

・
津
波
注
意
報
、
津
波
警
報
な
ど

　
の
津
波
情
報

・
火
山
情
報
、
土
砂
災
害
警
戒
情

　
報
、
洪
水
予
報
な
ど

メ
ー
ル
の
登
録
方
法

　
携
帯
電
話
か
ら

　『e
@
b
o
u
s
a
i-o
ita
.jp

』

に

空
メ
ー
ル
を
送
る
か
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

登
録
ま
で
は
、

　
メ
ー
ル
サ
イ

　
ト
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎
（21）
２
２
５
５

交
通
安
全
指
導
員
募
集

対
象
　
左
記
の
小
学
校
区
で
毎
朝

　
の
登
校
時
に
、
子
ど
も
た
ち
の

　
交
通
安
全
指
導
を
し
て
い
た
だ

　
け
る
人
。
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

募 

集
校
区
　

　
山
の
手
小
、
南
小
、

　
鶴
見
小
の
各
校
区

報
酬
　
８
万
２
千
円

　
　
　（
年
額
）

指 

導
時
間
　

　
授
業
日
の
７
時
30
分
～

　
８
時
30
分
（
約
１
時
間
）

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎
（21）
２
２
５
５

◆局地的大雨や集中豪雨への注意
下記のような場所は急激に水が流れ込んだり、増

水したりして危険です。少しでも異常を感じたら

避難しましょう。

①住居の地下室、地下ガレージ、②道路のアンダー

パス（掘り下げ式になっている道路）、③用水路

携帯電話用ＵＲＬ

普
通
救
命
講
習

日
時
　
６
月
10
日
㈰
　
９
時
～
12
時

場
所
　
消
防
本
部
４
階
会
議
室

内
容
　
心
肺
そ
生
法
、
止
血
法
、

　
　
　
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方
な
ど

※
事
前
の
申
込
み
は
不
要
で
す
。

　
動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く

　
だ
さ
い
。

※
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

問

　
消
防
本
部
警
防
課

　
　
☎
（25）
１
１
２
４

消
防
団
員
募
集

対
象
　
別
府
市
に
居
住
す
る
18
歳

　
　
　
以
上
の
人

身
分
・
処
遇
な
ど

・
特
別
職
の
地
方
公
務
員
と
し
て

　
活
動
し
、
年
報
酬
や

　
各
種
手
当
を
支
給

・
５
年
以
上
勤
務
し

　
退
団
し
た
場
合
、

　
退
職
報
償
金
を
支
給

・
消
防
団
活
動
に
必
要
な
被
服
等

　
の
支
給
（
活
動
服
・
ア
ポ
ロ

　
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
）

・
消
防
団
活
動
中
の
負
傷
や
事
故

　
に
対
し
て
の
補
償

・
職
務
に
あ
た
っ
て
功
労
・
功
績

　
が
あ
っ
た
場
合
の
表
彰

問

　
消
防
本
部
庶
務
課

　
　
施
設
消
防
団
係

　
　
☎
（25）
１
１
２
３
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市
民
税
・
県
民
税
（
住
民
税
）

平
成
30
年
度
の
納
税
通
知
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
６
月
８
日
㈮
に
発
送
し
ま
す

　
徴
収
方
法
や
納
税
額
、
納
期
な

ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
市
民
税
・
県
民
税
の

　
徴
収
方
法

①
普
通
徴
収

　（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

②
公
的
年
金
等
か
ら
の
特
別
徴
収

　（
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
）

③
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

の
３
種
類
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
６
月
８
日
に
納
税
通
知
書
を
お

送
り
す
る
の
は
①
②
の
人
で
す
。

③
の
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
税

額
決
定
通
知
書
は
、
各
事
業
所
を

通
し
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
普
通
徴
収
対
象
の
人

　
指
定
金
融
機
関
や
九
州
内
の
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
（
沖
縄
県

除
く
）、
市
役
所
債
権
管
理
課
35

番
窓
口
、
各
出
張
所
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
で
き
ま

す
。
利
用
可
能
な
店
舗
は
納
税
通

知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
は
機
械
で
金
額
や
数
字

を
読
み
取
り
ま
す
の
で
、
折
り
曲

げ
た
り
、
汚
し
た
り
し
な
い
よ
う

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
全
期
前
納

は
各
期
納
付
書
を
ま
と
め
て
ご
使

用
く
だ
さ
い
。

■
公
的
年
金
等
か
ら
の
特
別
徴
収

　
対
象
の
人

　
公
的
年
金
等
に
係
る
税
額
の
み

公
的
年
金
等
か
ら
の
特
別
徴
収
と

な
り
ま
す
。

　
公
的
年
金
等
以
外
に
所
得
が
あ

る
人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
、
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
に
よ

り
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問

　
市
民
税
課
普
通
徴
収
係

　
☎
（21）
１
１
１
１

　
内
線
（
７
７
１
３
～
７
７
１
６
）

市
税
に
関
す
る

証
明
請
求
の
手
続
き

　
所
得
・
税
額
証
明
、
納
税
証
明
、

評
価
証
明
な
ど
の
市
税
・
資
産
税

に
関
す
る
証
明
は
、
個
人
情
報
に

あ
た
る
た
め
、
本
人
の
承
諾
が
な

け
れ
ば
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
本
人

ま
た
は
住
民
票
上
同
一
世
帯
の
親

族
以
外
の
人
が
請
求
す
る
場
合

は
、
本
人
の
承
諾
内
容
を
示
す
委

任
状
の
提
出
ま
た
は
本
人
確
認
書

類
（
原
本
）
の
提
示
が
必
要
で
す
。

（
世
帯
分
離
を
し
て
い
る
場
合
は
同

一
世
帯
の
親
族
に
な
り
ま
せ
ん
）

必要なもの
（本人確認書類＝免許証・健康保険証など）

・本人確認書類
（住民票上同一世帯の親族の本人確認書類）

・代理人の本人確認書類
・本人の委任状（自署押印）
　または本人確認書類（原本）の提示

・代表者個人の本人確認書類
・法人印（代表者印または社印）

・代理人の本人確認書類
・法人印（代表者印または社印）または法人印
　（代表者印または社印）を押印した委任状

請求者
（窓口に来る人）

本人
（住民票上同一世帯の親族）

代理人
（本人以外の人）

代表者

代理人
（代表者以外の人）

証明

個人

法人

※
請
求
書
・
委
任
状
の
様
式
は
、

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→

　

「
申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」
→

　
「
生
活
」→「
税
の
証
明
や
届
出
」

　
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

請 

求
場
所
　
市
民
税
課
（
グ
ラ
ン

ド
フ
ロ
ア
市
税
証
明
窓
口
）
、

各
出
張
所

問

　
市
民
税
課
税
制
係

　
　
☎
（21）
１
１
１
１

　
　
内
線
（
７
７
１
１
、７
７
１
２
）

▲

一
般
委
任
状
の
書
き
方
の
例

　（
便
せ
ん
な
ど
の
用
紙
に
記
入

　
し
て
く
だ
さ
い
）

委　　任　　状
平成○○年○○月○○日

別府市長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　私は、上記の者を代理人と定め平成○○年度の○○証明の

交付請求及び受領に関する権限を委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　委任者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

※窓口に来る人は、必ず本人確認書類をお持ちください。

【平成 30 年度　市民税・県民税の納期】

①普通徴収
１期

７/ ２（月）

２期

８/31（金）

３期

10/31（水）

４期
平成 31年
１/31（木）

② 年 金 か ら
の特別徴収

 平成 30 年４月・６月・８月・10 月・12 月

 平成 31 年２月

③ 給 与 か ら
の特別徴収

 平成 30 年６月～平成 31 年５月の毎月

別
府
市
債
権
管
理
条
例

　
別
府
市
で
は
、
市
の
債
権
（
各

種
市
税
や
使
用
料
な
ど
）
の
適
正

管
理
の
た
め
の
統
一
的
な
ル
ー

ル
と
し
て
、「
別
府

市
債
権
管
理
条
例
」

を
制
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
市
役

所
全
体
で
統
一
し

た
認
識
の
も
と
、
公
正
・
公
平
な

市
民
負
担
に
よ
る
安
定
的
な
収
入

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
円
滑
な

行
財
政
運
営
を
推
進
し
ま
す
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

HP�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　「
生
活
」
→
「
税
金
・
税
証
明
・

　
債
権
管
理
」
→
「
債
権
管
理
」

問

　
債
権
管
理
課

　
　
☎
（21）
１
１
２
１

農
地
農
業
相
談

日
時
　
６
月
21
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～

　
　
　
15
時
30
分

場
所
　
市
役
所
４
階

　
　
　
農
業
委
員
会
室

内
容
　
農
地
、
農
業
に
関
す
る
相

　
　
　
談
な
ど

相
談
員
　
農
業
委
員

問

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
☎
（21）
１
１
７
８
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介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

申

問

　
高
齢
者
福
祉
課
　
☎
（21）
１
４
６
３

軽
減
の
要
件

　（
全
て
を
満
た
す
こ
と
）

�

①
世
帯
全
員
の
収
入
額
が
生
活
保

　
護
基
準
の
1.2
倍
以
下

　（
左
表
参
照
）

②
市
町
村
民
税
課

　
税
者
に
扶
養
さ

　
れ
て
い
な
い
こ
と

③
資
産
等
を
活
用

　
し
て
も
な
お
生
活
が
困
窮
す
る

　
と
思
わ
れ
る
状
態
に
あ
る
こ
と

④
同
一
生
計
世
帯
員
の
現
金
及
び

　
預
貯
金
の
合
計
額
が
350
万
円
を

　
超
え
な
い
こ
と

※�

提
出
書
類
な
ど
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

収入基準の目安（年間合計収入額）

借家の場合

1,355,220 円

1,860,240 円

2,372,112 円

持家の場合

1,025,220 円

1,530,240 円

2,042,112 円

区　分

１人世帯

２人世帯

３人世帯

 

金
婚
式
を
迎
え
る

ご
夫
妻
を
お
祝
い
し
ま
す

対
象
　
平
成
30
年
４
月
１
日
～

　
平
成
31
年
３
月
31
日
の
間
に
、

　
結
婚
50
周
年
を
迎
え
る
ご
夫
妻

（
昭
和
43
年
４
月
１
日
～
昭
和
44

　
年
３
月
31
日
の
間
に
婚
姻
届
を

　
出
さ
れ
た
ご
夫
妻
）

申 

請
方
法
　
高
齢
者
福
祉
課
ま
た

は
各
出
張
所
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
戸
籍
謄

本
を
添
付
し
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

戸
籍
謄
本
の
請
求
に
は
、
顔
写

真
付
き
身
分
証
明
書
等
と
手
数

料
450
円
が
必
要
で
す
。

お 

祝
品
　
９
月
に
自
治

　
会
を
通
じ
て
、
お
祝

　
状
と
記
念
品
を
お
渡

　
し
し
ま
す
。

申
請
期
限
　
６
月
29
日
㈮

申 

請
・
問

　
高
齢
者
福
祉
課

　
　
　
　
　
☎
（21）
１
４
４
２

平
成
30
年
第
２
回

市
議
会
定
例
会
会
期
日
程

　
６
月
14
日
㈭
～
27
日
㈬
の
14
日

間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問

　
議
会
事
務
局

　
　
☎
(21)
１
５
４
７

所得段階
平成 30 年度
年間保険料額

所得段階の説明

第１段階
（基準額× 0.45）

32,100 円
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の基準所得額（注１）が 80 万円以下の人
 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

第２段階
（基準額× 0.75）

53,500 円
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の基準所得額（注１）が
80 万円超 120 万円以下の人

第３段階
（基準額× 0.75）

53,500 円 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の基準所得額（注１）が 120 万円超の人

第４段階
（基準額× 0.9）

64,200 円 世帯の誰かが市
町村民税課税で
本人が市町村民
税非課税

前年の基準所得額（注１）が 80 万円以下の人

第５段階
（基準額）

71,300 円 前年の基準所得額（注１）が 80 万円超の人

第６段階
（基準額× 1.2）

85,600 円 本人が市町村民税課税で、前年の基準所得額（注２）が 120 万円未満の人

第７段階
（基準額× 1.3）

92,700 円
本人が市町村民税課税で、前年の基準所得額（注２）が
120 万円以上 200 万円未満の人

第８段階
（基準額× 1.5）

107,000 円
本人が市町村民税課税で、前年の基準所得額（注２）が
200 万円以上 300 万円未満の人

第９段階
（基準額× 1.7）

121,300 円 本人が市町村民税課税で、前年の基準所得額（注２）が 300 万円以上の人

平
成
30
年
度
か
ら
介
護
保
険
料
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

納
入
通
知
書
は
６
月
８
日
㈮
に
発
送
し
ま
す

第
７
期
の
保
険
料

　
普
通
徴
収
の
人
に
は
、
平
成

30
年
度
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
を
、
特
別
徴
収
の
人
に
は
、

介
護
保
険
料
特
別
徴
収
開
始
通

知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　
普
通
徴
収
の
人
は
、
便
利
で

納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
軽
減

�

　
65
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
う

ち
、
保
険
料
の
所
得
段
階
が
第

１
段
階
（
生
活
保
護
受
給
者
を

除
く
）
か
ら
第
３
段
階
の
人

で
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た

し
、
特
に
生
活
が
困
窮
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
介
護

保
険
料
の
一
部
を
軽
減
し
ま
す
。

※ 

昨
年
度
軽
減
が
適
用
さ
れ
た

人
も
、
今
年
度
新
た
に
申
請

が
必
要
で
す
。

※ 

申
請
日
よ
り
あ
と
の
納
期
に

か
か
る
保
険
料
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

（注１）基準所得額＝課税年金収入額＋合計所得金額－長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額－公的年金等に係る雑所得

（注２）基準所得額＝合計所得金額－長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額
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改
定
方
針

　
賦
課
限
度
額
を
４
万
円
（
医
療

分
）
引
き
上
げ
、
国
の
平
成
30
年

度
の
基
準
に
合
わ
せ
ま
す
。

医
療
分

　�

被
保
険
者
の
医
療
給
付
費
（
窓

口
負
担
分
を
除
い
た
医
療
費
）

の
支
払
い
に
充
て
る
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

　�

75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
の
医

療
費
を
支
援
す
る
た
め
現
役
世

代
が
負
担
す
る
分

介
護
分

　�

40
歳
か
ら
64
歳
（
介
護
２
号
被

保
険
者
）
を
対
象
と
し
た
介
護

保
険
料
相
当
分
（
加
入
す
る
医

療
保
険
で
負
担
）

国
民
健
康
保
険
税
の

改
定
に
伴
う
影
響
額

※�
下
記
の
表
を
参
考

※�
夫
婦
２
人
の
場
合

（
こ
の
う
ち
１
人
が

　
40
歳
～
64
歳
で
、
所
得
は
そ
の

　
人
の
所
得
と
し
て
計
算
）

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
改
定

　
平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
、
下
記
の
改
定
方
針

の
も
と
、賦
課
限
度
額
（
最
高
額
）

を
改
定
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
税
率
等

医療分

（０歳～ 74 歳）

後期高齢者支援金分

（０歳～ 74 歳）

介護分

（40 歳～ 64 歳）

旧（H29） 新（H30） 旧（H29） 新（H30） 旧（H29） 新（H30）

所得割率
（１人ずつ計算）

11.30％ 11.30％ 2.40％ 2.40％ 2.72％ 2.72％

均等割額
（１人につき計算）

27,200 円 27,200 円 7,000 円 7,000 円 9,800 円 9,800 円

平等割額
（世帯につき計算）

23,000 円 23,000 円 4,600 円 4,600 円 7,000 円 7,000 円

最高額 54 万円 58 万円 19 万円 19 万円 16 万円 16 万円

問

　
保
険
年
金
課
　
☎
（21）
１
１
４
８

所得 0 円 所得 200 万円 所得 750 万円

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

医療分 23,200 円 23,200 円 266,100 円 266,100 円 540,000 円 580,000 円

後期高齢者支援金分 5,500 円 5,500 円 58,600 円 58,600 円 190,000 円 190,000 円

介護分 5,000 円 5,000 円 62,200 円 62,200 円 160,000 円 160,000 円

合計 33,700 円 33,700 円 386,900 円 386,900 円 890,000 円 930,000 円

差額 0 円 0 円 ＋ 40,000 円

���

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
納
付
で
き
ま
す
。
利
用
可
能

な
店
舗
は
納
税
通
知
書
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
国
保
税
の
算
定

　
加
入
者
の
世
帯
の
構
成
状
況
、

前
年
の
所
得
を
基
に
行
い
ま
す
。

　
国
保
税
は
、
６
月
か
ら
３
月

（
10
期
）
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。

■
国
保
税
の
更
正

　
平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
、
転

入
な
ど
に
よ
り
加
入
さ
れ
た
人
は
、

他
市
町
村
に
前
年
の
所
得
を
照
会

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
回
答
に
よ

り
所
得
が
確
定
し
た
時
点
で
、
第

２
期
以
降
に
国
保
税
額
を
更
正
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
加
入
手
続
き
は
14
日
以
内
に

　
離
職
な
ど
に
よ
り
社
会
保
険
な

ど
他
の
健
康
保
険
の
資
格
が
な
く

な
っ
た
人
は
、
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
加

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
日

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
ざ
病
院

に
か
か
る
と
き
に
医
療
費
を
全
額

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
、
大
き
な
負
担
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
無
保
険
の
人
は
、
今
す
ぐ

加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
国
保
加
入
者
で
次
の
異
動
が

　
あ
っ
た
人
は
必
ず
届
出
を

異
動
内
容

①�

社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
と
き
。

②
住
所
や
世
帯
主
が
変
わ
っ
た

　 

と
き
。

※�

届
出
に
必
要
な
も
の
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

６
月
は
市
役
所
か
ら
各
種
納
付

書
の
発
送
が
重
な
る
た
め
、
納

付
書
の
到
着
日
が
前
後
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。。

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
税

平
成
30
年
度
納
税
通
知
書
を

６
月
11
日
㈪
に
発
送
し
ま
す
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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
夜
間
窓
口

　「
日
中
仕
事
な
ど
で
納
付
に
行

け
な
い
」
な
ど
で
お
困
り
の
方
の

た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。

　
保
険
税
・
保
険
料
の
納
付
や
納

付
相
談
、
加
入
や
脱
退
の
手
続
き

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
　
６
月
７
日
㈭
、
26
日
㈫

　
　
　
17
時
30
分
～
20
時

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
証
の「
退

職
」か
ら「
一
般
」の
切
替

　
現
在
、
平
成
30
年
６
月
末
期
日

の
「
退
職
」
の
国
民
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
の
方
は
、
平
成
30
年
７

月
末
日
ま
で
の
「
一
般
」
の
保
険

証
を
６
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

消
費
生
活
相
談

　
悪
質
商
法
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
や

契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談
を
受
け

て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
成
30
・
31
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

■
平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料
率

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に
つ

い
て
は
２
年
ご
と
に
見
直
し
ま
す
。

■
保
険
料
率
な
ど
に
つ
い
て

　
平
成
30
・
31
年
度
は
、
均
等
割
額

と
所
得
割
率
の
引
き
下
げ
、
賦
課
限

度
額
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

■
保
険
料
軽
減
措
置

　
低
所
得
者
対
策
と
し
て
、
保
険

料
軽
減
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

① 

均
等
割
５
割
軽
減
の
対
象
に
な

る
所
得
基
準
額
の
引
き
上
げ

（
従
前
）
基
準
額
…
33
万
円
＋
27
万
円

　
　
　
　
×
世
帯
の
被
保
険
者
数

（
改
正
）
基
準
額
…
33
万
円
＋
27.5
万
円

　
　
　
　
×
世
帯
の
被
保
険
者
数

② 

均
等
割
２
割
軽
減
の
対
象
に
な

る
所
得
基
準
額
の
引
き
上
げ

（
従
前
）
基
準
額
…
33
万
円
＋
49
万
円

　
　
　
　
×
世
帯
の
被
保
険
者
数

（
改
正
）
基
準
額
…
33
万
円
＋
50
万
円

　
　
　
　
×
世
帯
の
被
保
険
者
数

※
保
険
料
軽
減
特
例
も
一
部
変
更

　
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
お

　
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
計
算
方
法

　
被
保
険
者
で
あ
る
高
齢
者
一
人

一
人
が
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
負
担
し
ま
す
。
保
険
料
額
は
被

保
険
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る

①
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る
②
所
得
割
額
を
合
計
し

て
個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

※ 

平
成
30
年
度
保
険
料

　
額
決
定
通
知
書
は
、

　
７
月
中
旬
に
送
付

　
し
ま
す
。

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

　
　
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
広
域
連
合

　
　
☎
０
９
７（
５
３
４
）１
７
７
１

比較

－ 1,500 円

－ 0.46％

＋５万円

平成 30・

31 年度

47,000 円

9.06％

62 万円

平成 28・

29 年度

48,500 円

9.52％

57 万円

均等割額

所得割率

賦課限度額

日
時
　
毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　
９
時
30
分
～
16
時
30
分

※
祝
日
は
除
く
。

相
談
員
　
消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問

　
別
府
市
消
費
生
活�

　
セ
ン
タ
ー

　（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課
内
）

　
☎
（21）
１
８
８
１

多
重
債
務
者

相
談
会（
要
申
込
）

　
弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の
相

談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困
り
の

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　平成 30 年度の１か月分保険料額＝ 16,340 円

　※ 学生納付特例制度では４月～翌年３月となります。

　保険料を納めることが難しいときは

　　　　　　　　　　　

⇒

　学生で前年所得が一定以下の人は、申請することで、

国民年金保険料の納付が猶予されます。

必 要書類　年金手帳、マイナンバーカードまたはマイ

ナンバー通知カード、印鑑、在学期間の分かる在学

証明書の原本または学生証（有効期限、学年、入学

年月日の記載がある）のコピー

申請場所　保険年金課国民年金窓口（別府市役所）

　　　　　別府年金事務所（西野口町）

※別府市役所での申請は別府市に住民票がある人に限ります。

※猶予されている期間は年金受給資格期間に含まれますが、

　将来受け取る年金額へ反映されません。猶予期間について

　10 年間遡って支払うことのできる追納制度があります。

問　別府年金事務所　☎２２－５１１１

国民年金の学生納付特例制度

日
時
・
場
所

①
６
月
14
日
㈭

　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

　
市
役
所
４
階

　
４
Ｆ
｜
２
会
議
室

②
６
月
28
日
㈭

　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

　
市
役
所
４
階

　
４
Ｆ
｜
２
会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
に
電
話
で
、
左

　
記
の
申
込
先
へ
予
約
し
て
く
だ

　
さ
い
。

定
員
　
各
６
人（
先
着
順
）

申

問

　
産
業
政
策
課

　
　
　
☎
（21）
１
１
３
２
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児
童
手
当

　
　
を
受
け
て
い
る
人
へ

現
況
届
は
６
月
29
日
㈮
ま
で
に

提
出
を

　
期
限
ま
で
に
「
児
童
手
当
現
況

届
」
を
提
出
し
な
い
場
合
、
６
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。

　
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
人
に

は
、
５
月
末
日
に
個
別
に
届
出
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
。
必
要
書
類
を

添
付
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
　
６
月
29
日
㈮

受
付
場
所

　
市
役
所
１
階
特
設
会
場（
福
祉
事

務
所
入
口
前
）ま
た
は
各
出
張
所

※
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
。

※�

制
度
の
し
く
み
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

HP�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　「
生
活
」
→
「
子
育
て
」
→

　「
子
育
て
支
援
」→「
児
童
手
当
」

問

　
子
育
て
支
援
課
給
付
支
援
係

　
　
☎
（21）
１
４
２
７

　�小
・
中
学
校
用

教
科
書
展
示
会
開
催

　
別
府
市
教
育
委
員
会
で
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
し
た
小
・

中
学
校
用
教
科
書
展
示
会
を
毎
年

HP

開
催
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
別
府
市

立
図
書
館
で
は
本
年
度
使
用
教
科

書
が
常
時
閲
覧
可
能
で
す
。

展
示
期
間
　

　
６
月
15
日
㈮
～
28
日
㈭

　（
土
・
日
曜
日
も
閲
覧
で
き
ま
す
）

展
示
時
間
　
９
時
～
17
時

展 

示
物
　

�

・�

平
成
30
年
度
に
別
府
市
立
小
中

学
校
が
使
用
し
て
い
る
教
科
書

�

・�

平
成
31
年
度
使
用
の
中
学
校

「
特
別
の
教
科
道
徳
」
の
教
科

書
（
こ
の
中
か
ら
別
府
市
教
育

委
員
会
が
採
択
し
ま
す
）

展 

示
会
場
　
別
府
市
総
合
教
育
セ
ン

別府市立幼稚園からのご案内

「小さいお友だちの日」体験保育

　幼稚園に通っていない３歳以上の子どもを対

象に、保護者同伴のもと、市立幼稚園で体験保

育を実施します。同世代の子どもを持つ子育て

中の保護者やそのお子さんに施設を開放し、遊

びや在園児との交流、情報交換の場を提供します。

対象　幼稚園に通っていない３歳以上の子ども

体験場所　居住区の幼稚園

　　　　　（各校区の小学校に併設）

実施期間　６月～平成 31 年２月

体験回数　月１～２回程度

体験時間　９時～ 11 時（時間変更あり）

体験内容　季節のあそび、読み聞かせ、

　　　　　　園行事参加など

※�実施日、回数、時間、内容など

　は各幼稚園で異なります。

※�事前に申し込みが必要です。

　各幼稚園へお問い合わせ

　ください。

問　各市立幼稚園

　　学校教育課　☎２１－１５７４

タ
ー
（
野
口
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン

タ
ー
南
館
３
階
）　
☎
（26）
０
８
０
３

問

　
学
校
教
育
課
　
☎
（21）
１
５
７
４

 

６
月
１
日
は
「
景
観
の
日
」

６
月
は
「
ま
ち
づ
く
り
月
間
」

　
皆
さ
ん
の

思
い
浮
か
べ

る
「
住
み
良

く
美
し
い
ま

ち
」
と
は
ど

の
よ
う
な
ま

ち
で
す
か
。

ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
建
物
が
集
ま
り
、
ま
ち
な
み

お
お
い
た
子
育
て
　

ほ
っ
と
ク
ー
ポ
ン

　
ピ
ン
ク
の
表
紙
の
「
お
お
い
た

子
育
て
ほ
っ
と
ク
ー
ポ
ン
・
プ
ラ

ス
＋
」
の
利
用
期
限
は
３
月
31
日

㈯
で
終
了
し
ま
し
た
。
償
還
払
い

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
た
人
は
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
後

６
か
月
以
内
に
請

求
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
27
年
４
月
１
日
以

降
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
を
対
象

と
し
た
「
お
お
い
た
子
育
て
ほ
っ

と
ク
ー
ポ
ン
」
の
有
効
期
限
は
３

歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。
青
い
表
紙
の
ク
ー
ポ

ン
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
３
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
る
お
子
さ
ん
を
対

象
に
配
布
し
て
い
ま
す
。
ク
ー
ポ

ン
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限

を
ご
確
認
の
う
え
期
限
内
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
追
加

　
対
象
と
な
る
予
防
接
種
に
ロ
タ
ウ

イ
ル
ス
と
お
た
ふ
く
風
邪
を
追
加
し

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
一
回
の
接
種
限

度
額
は
５
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問

　
子
育
て
支
援
課

　
　
☎
（21）
１
４
２
７

を
形
成
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の

心
が
け
で
、
別
府
市
を
さ
ら
に
魅

力
あ
る
ま
ち
に
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　
別
府
市
で
は
、
景
観
法
に
基
づ

き
、
別
府
市
景
観
条
例
・
別
府
市

景
観
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

◆
市
内
で
一
定
規
模
以
上
の
建
築
や

　
開
発
行
為
、
建
物
の
色
を
変
え

　
る
場
合
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。

◆
鉄
輪
温
泉
地
区
・
明
礬
温
泉
地

　
区
で
建
築
や
開
発
行
為
、
建
物

　
の
色
を
変
え
る
場
合
、
全
て
届

　
出
が
必
要
で
す
。

問

　
都
市
政
策
課
景
観
デ
ザ
イ
ン
係

　
　
☎
（21）
１
４
７
１
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区分 試験職種 人数 年齢要件 受験資格など

Ⅰ種

土木 ２ 昭和 57 年４月２日～平成９年４月１日生まれの人 土木の専門的知識・技術を有する人

電気

（水道局）
１ 昭和 53 年４月２日～平成９年４月１日生まれの人 電気の専門的知識・技術を有する人

平成 31 年４月採用　別府市職員募集

申・問　職員課　☎２１－１１１５

受 付 期 間 　６月１日（金）～ 22 日（金）【消印有効】

第１次試験　日程：７月 22 日（日）　　場所：別府市役所

※ 採用人数は変更になることがあります。また、自動車運転免許証所持などの要件がありますので、

　必ず試験案内で確認をしてください。

試験案内配布場所　市役所１階受付・２階職員課、各出張所、水道局２階管理課

　　　　　　　　　別府市ホームページからもダウンロードできます。

 【平成 31 年４月採用　別府市職員採用試験　その他の区分・職種】については、市報９月号に

  掲載予定です。（８月下旬募集開始、10 月試験実施予定）

不
法
投
棄
と
は

　
法
律
に
違
反
し
て
ご
み
を
捨
て

る
こ
と
で
、
タ
バ
コ
や
空
き
缶
な

ど
の
ポ
イ
捨
て
も
不
法
投
棄
で

す
。
廃
棄
物
処
理
法
第
16
条
で
、

「
何
人
も
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を

捨
て
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら

れ
、
違
反
し
た
場
合
は
罰
則
が
あ

り
ま
す
。

【
不
法
投
棄
を
し
た
者
に
は
５
年

以
下
の
懲
役
、
若
し
く
は
１
千
万

円
以
下
の
罰
金
】

不
法
投
棄
さ
れ
た

廃
棄
物
の
処
理

　
片
付
け
る
責
任
が
あ
る
の
は
捨

て
た
人
（
投
棄
者
）
で
す
が
、
投

棄
者
が
不
明
な
場
合
、
土
地
の
所

有
者
（
管
理
者
）
が
処
理
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
不
法
投
棄
が

行
わ
れ
る
と
、
ご
み
が
ご
み
を
呼

び
深
刻
な
状
態
に
陥
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
土
地
の
適
正
管
理
（
柵

の
設
置
な
ど
）を
お
願
い
し
ま
す
。

負
担
は
市
民
に

　
山
間
部
で
は
家
電
製
品
を
含
む

大
量
の
引
越
し
ご
み
や
産
業
廃
棄

物
な
ど
の
悪
質
な
不
法
投
棄
が
増

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
美
し
い

景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
衛

生
上
の
問
題
や
地
下
水
へ
の
影
響

も
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
市
有
地
や
市
道
上
に
不

Ｎ

Ｏ

！

不

法

投

棄

！

６
月
は
環
境
月
間
　
全
国
ご
み
不
法
投
棄
監
視
ウ
ィ
ー
ク
５
月
30
日
～
６
月
５
日

市が処理した不法投棄廃棄物
（平成 29 年度）

可燃・不燃 約３トン

タイヤ 36 本

家電

テレビ 14 台
冷蔵庫９台

エアコン１台
洗濯機３台

法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
は
、
捨
て
た

人
が
分
か
ら
な
い
場
合
、
市
が
処

理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
の
処
理
費
用
は
税
金
な
ど
市

の
予
算
か
ら
支
出
さ
れ
ま
す
。

不
法
投
棄
を
防
ぐ
取
組

　
市
で
は
、
不
法
投
棄
多
発
箇
所

の
パ
ト
ロ
ー
ル
、
看
板
や
監
視
カ

メ
ラ
の
設
置
な
ど
不
法
投
棄
の
未

然
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

不
法
投
棄
を
見
か
け
た
ら
通
報
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
再
度
ご
み
の
分
け
方
・

出
し
方
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
ご
不
明
な
点
は
、
環
境
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
　
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　
☎
（66）
５
３
５
３

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
へ
の
関
心
の
高
ま
り
や
道

路
里
親
制
度
な
ど
の
美
化
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
加
に
よ
り
、
美
し

く
保
た
れ
て
い
る
場
所
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
反
面
、
目
の

届
き
に
く
い
場
所
へ
の
不
法
投
棄
、
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
ご
み
出
し

な
ど
の
問
題
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

▲山道沿いの不法投棄現場
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非常勤職員（保育士・児童厚生員）募集
職 種 保育士 児童厚生員

勤 務 場 所 市立保育所（中央保育所・鶴見保育所・内竈保育所）市立児童館（南部児童館・西部児童館・北部児童館）

業 務 内 容 保育所での保育業務 児童館での児童への遊び、生活指導見守りなど

勤 務 条 件 月 16日（１日あたり７時間 45分勤務） 月 21 日程度（１日あたり５時間 45分勤務）

報 酬 月額 170,000 円 月額 160,000 円

そ の 他 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入、通勤手当あり、年次有給休暇あり

任 用 期 間
採用の日から 2019 年３月 31 日まで
勤務成績が良好な場合は、最長 2020 年３月 31 日まで更新することがあります。

応 募 資 格 保育士資格取得者
児童厚生員、保育士、教諭免許、社会福祉士
いずれかの取得者

採用予定人数 ８人 若干名

申 込 方 法 履歴書（顔写真付）と資格証の写しを子育て支援課へ提出　※郵送可

選 考 方 法 書類選考及び面接

そ の 他
未就学のお子さんがいる人で市内の認可保育所で就労していただける場合には、優先的に保育所に
入所できるよう調整します。ただし、お子さんの年齢や特定の保育所への入所を希望するなど条件
によっては調整ができず入所できない場合があります。

申込・問合先 〒８７４－８５１１　別府市上野口町１番 15号　別府市子育て支援課　☎２１－１４２７

　【貸付金のお知らせ】
①保育士修学資金貸付制度…指定保育士養成施設に在学し保育士資格の取得を目指す学生を対象に修学資金の貸付
　　　　　　　　　　　　　を行います。
②再就職準備金貸付制度…現在保育士として働いていない人（有資格者）を対象に再就職準備金の貸付を行います。
※いずれも一定の要件を満たした場合、貸付金の全額が返還免除になります。詳しくは下記にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問　大分県社会福祉協議会　☎０９７－５１５－７７７１

「ｉ
イ ン

ｎ　Ｂ
ベ ッ プ

ＥＰＰＵ」のアーティスト　

アニッシュ・カプーアさんに決定
　ロンドンオリンピックのモニュメント制作やベルサ

イユ宮殿で大規模な個展を成功させるなど世界的に注

目される現代彫刻家です。日本初公開作品による展覧

会も開催予定！

　郷土別府に対する誇りと愛着、自らまちづく

りを担う心を育むことを目的とした「別府学」

の一環として、油屋熊八伝『帰って

きた油屋熊八さん』ムービーを制作

しました。市ホームページで公開中

です。YouTube でも配信しています。

問　社会教育課　☎２１ー１５８７
▲ムービーは
こちらから

油屋熊八伝『帰ってきた油屋熊八さん』

【別府市内その他のイベント】

将棋、盆踊り、川柳、連句、邦楽、

マーチング、水墨画、スケッチ、

能とお茶、障がい者のアート

作品、ユニバーサルデザイン

ファッションの大会や展示会

問　文化国際課　☎２１ー１２７１

▲イベント
詳細
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６月 23 日～ 29 日は 「男女共同参画週間」

『走り出せ、性別のハードルを超えて、今』

問　自治振興課男女共同参画推進室
　　☎２１－８２８９

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは、「ひとりひとりの豊かな人生」を目指した取り組み

正しく理解して偏見をなくそう
　細菌やウイルスなどを原因とする病気を「感染

症」といいます。ハンセン病やエイズ（後天性免

疫不全症候群）も感染症です。

　エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）の

感染が原因となり、身体の免疫力が低下すること

で、通常ならば病気にならないような病原体の感

染でも重病になりやすい状態のことです。ＨＩＶ

は感染力が弱いウイルスで、感染経路は①性的接

触、②血液感染、③母子感染の３つに限られ、次

のことでは感染しません。

　・握手や会話　・せきやくしゃみを吸い込む

　・便座や食器、タオルなどの日用品の共有

　・お風呂やプールなどに一緒に入る　など

　ハンセン病は「らい菌」と呼ばれる細菌による

感染症ですが、非常に病原性の弱い細菌で、感染

力が極めて弱く、治療により完治する病気です。

もちろん遺伝する病気でもありません。

　様々な病気に対する不正確な知識や過度の危機

意識は、偏見・差別を生み出し、当事者やその家

族を苦しめてきた歴史があります。私たち一人一

人が正しい知識や歴史を学び、対応していくこと

が「感染症」を理由とした人権侵害をなくすこと

につながるのではないでしょうか。

６月の無料人権相談　お気軽にご相談ください
　日時　13日（水）10 時～ 15 時

場所 市役所４階　４Ｆ－２会議室

　問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

　別府市では、湯のまち「べっぷ」第２次男女共同参画プラン（平成 23

～ 32 年度）を策定し、性別にかかわらず、全ての人がいきいきと輝く

社会づくりを目指し、男女共同参画センターを拠点として様々な取り組

みを行っています。

　国では、様々な働く場面で活躍したいという希望を持つ全ての女性が、

その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の職業

生活における活躍に関する法律（女性活躍推進法）が平成 28 年４月に

施行されました。別府市でも女性が安心して子どもを産み、育てながら

働くことができるよう、市内の企業や団体などに向けて「ワーク・ライフ・

バランス」の推進に取り組んでいます。

　互いの個性を大切にし、「あなたがあなたらしく、わたしがわたしらし

く」人生を送ることができる社会を目指しましょう。

「あす・べっぷ」から
お知らせ

「別府市男女共同参画セ

ンターあす・べっぷ」で

は、男女共同参画を推

進するための講演会や

主催講座を行っていま

す。市報などでお知らせ

しますので、皆さんお気

軽にご参加ください。

身近な人権講座
日時　６月 21日（木）

　　　13時 30 分～ 15 時 30 分

場所　北部地区公民館（上人ヶ浜町）

テーマ　

　おおいたの部落解放の歩みと部落差別解消推進法

　～人権問題に対する正しい認識と理解のために～

講師　臼杵市人権同和問題啓発講師　竹内義昭さん

問　社会教育課　☎２１－１５８７

　　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

人権啓発センターの講座

■じんけんふれあい教室

日時　６月８日（金）　10時～ 12 時

場所　人権啓発センター（石垣東 10丁目７番５号）

テーマ　絵手紙づくり　講師　原野彰子さん

材料費　500 円程度　定員　20人（先着順）

■人権ミニ講座

日時　６月 14日（木）　10 時～ 11 時 30 分

場所　人権啓発センター（石垣東 10丁目７番５号）

テーマ　さまざまな人権について

　　　　「やさしいおつきあい（傾聴）」

講師　ＮＰＯ傾聴セラピスト

　　　スイートピー代表　岸田勝代さん

申 ・問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

　　　人権啓発センター　☎２３－６１６３
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宮本　蒼
あ お

央　くん

（桜ヶ丘）〈12 日〉
髙﨑　柚

ゆ ず は

羽　ちゃん

（原町）〈13 日〉
金子　彩

あ や め

芽　ちゃん

（南立石１区）〈15 日〉
富松　蒼

あ お と

音　くん

（亀川四の湯町）〈８日〉

熊谷　勇
ゆ う た

汰　くん

（扇山）〈23 日〉
田中　海

か い と

翔　くん

（千代町）〈25 日〉
藤田　晃

ひ か る

瑠　くん

（扇山）〈27 日〉
後藤　陽

ひ ま り

茉莉　ちゃん

（大畑）〈30 日〉
荒金　知

ち か

佳　ちゃん

（石垣西４丁目）〈27 日〉

西山　愛
め い

彩　ちゃん

（扇山）〈15 日〉

阿部　嘉
が く

来　くん

（馬場）〈21 日〉

秋吉　真
ま ひ ろ

宙　くん

（上野口町）〈19 日〉

ラグビーワールドカップ２０１９  日本大会

別府市が公認チームキャンプ地に内定しました

TM

　４月 20 日、ラグビーワールドカップ２０１９組織

委員会から、大会期間中に出場するチームが滞在する

「公認チームキャンプ地」の内定状況が発表され、別

府市は「ニュージーランド」「オーストラリア」「ウェー

ルズ」の公認チームキャンプ地に内定しました。今後、

組織委員会との間で公認チームキャンプ地契約を締結

することで正式な決定となります。

　別府市では、平成 27 年７月にプロジェクトチーム

発足、平成 28 年３月に官民の誘致委員会設立、姉妹

都市であるニュージーランド・ロトルア市訪問、ラグ

ビーイベント開催など、これまでキャンプ地誘致に向

け様々な取組を重ねてきました。

　来年の開催に向けて、チームや観戦客の皆さん、子

どもたちをはじめ市民の皆さんにとって「一生に一度」

の特別な機会になるよう準備をすすめていきます。

 世界トップクラスのチームが別府に！

▲ ５月 13 日のラグビーフェスティバルでキャンプ地
　 に内定したチームの紹介を行いました


